
どうやって点検したらいいの？ 　

万
が
一
、火
災
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た

際
に
は
、早
期
発
見
が
何
よ
り
も
大
切
で

す
。
住
宅
火
災
は
就
寝
時
間
帯
に
多
く
発

生
し
、死
に
至
る
原
因
の
約
４
割
が「
逃

げ
遅
れ
」、死
者
の
7
割
以
上
が「
高
齢
者
」

で
す
。
そ
こ
で
火
災
の
発
生
を
い
ち
早
く

感
知
し
、逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
の
役
割

を
担
う
の
が
住
警
器
で
す
。

　
総
務
省
消
防
庁
が
令
和
２
年
か
ら
3
年

間
の
全
国
住
宅
火
災
の
住
警
器
の
設
置
効

果
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、住
警
器
を
設
置

し
て
い
る
場
合
は
、設
置
し
て
い
な
い
場

合
と
比
べ
て
、死
者
数
お
よ
び
損
害
額
は

半
減
、焼
損
床
面
積
は
約
６
割
減
少
し
た

と
い
う
結
果
が
で
て
い
ま
す
。
住
警
器
は

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
家
電
販
売
店
な
ど
で

3
，
0
0
0
円
程
度
か
ら
購
入
で
き
ま
す

の
で
、火
災
か
ら
自
身
や
大
切
な
家
族
を

守
る
た
め
に
も
、必
ず
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

　

住
警
器
は
、火
災
を
感
知
し
た
も
の
だ

け
が
鳴
動
す
る「
単
独
型
」と
、連
動
設
定

を
行
っ
て
い
る
す
べ
て
が
鳴
動
す
る「
連

動
型
」の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。「
連
動
型
」

は
、無
人
の
場
所
で
出
火
し
た
場
合
で
も
、

他
の
場
所
で
警
報
音
を
発
す
る
た
め
早
期

発
見
に
つ
な
が
る
ケ
ー
ス
や
、近
所
の
方

や
通
行
人
が
火
災
に
気
づ
い
て
早
期
通
報

に
つ
な
が
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
住
警
器
の
寿
命
は
10
年
程
度
と
さ
れ
て

お
り
、寿
命
が
近
づ
く
と
電
池
切
れ
や
経

年
劣
化
に
よ
る
故
障
な
ど
で
火
災
を
感
知

し
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
定

期
的
な
点
検
、清
掃
を
行
い
、作
動
し
な

い
場
合
は
、本
体
を
交
換
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、高
所
で
の
作
業
と
な
る
た
め
、作

業
が
困
難
な
世
帯
で
は
家
族
や
周
り
の
方

が
サ
ポ
ー
ト
し
、万
が
一
の
事
態
に
備
え

て
く
だ
さ
い
。

住
宅
火
災
に
よ
る
死
亡
要
因
の
約

4
割
が「
逃
げ
遅
れ
」

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。
定期的に火災時の警報音を確認しましょう。

正常な場合
正常を知らせるメッセージまたは火災警報
音が鳴ります。

警報音はメーカーや製品によって異なります。

音が鳴らない場合
電池がきちんとセットされているか確認し
てください。

それでも鳴らない場合は、電池切れか機器本体
の故障です。取扱説明書を確認し、必要な場合
は本体を交換してください。

●住警器の種類によって、細かい注意点が異なります。製品に付属している取扱説明書を必ず確
　認してください。
●設置年月や製造年月を確認し、10年を目安に交換しましょう。
●お手入れや作動確認は、高所での作業となり、転倒や落下などの危険があります。安定した足
　場を確保して作業を行ってください。

ピーピーピー
　火事です

・・・

正しく設置できていますか？

●住警器の種類には、煙を感知する「煙式」と、熱を感知する「熱式」の２種類があります。
　それぞれの場所にあったタイプを選んでください。
　「煙式」・・・居室（居間、寝室など）、階段など
　「熱式」・・・台所などの湯気や煙が大量に出る恐れがある場所など

●台所・寝室（子ども部屋なども含む）・階段（寝室が２階以上にある場合のみ）への取り付けは義務
　付けられています。上記の画像を参考に設置場所を検討してください。

特集
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●取り付け場所

い
ざ
と
い
う
時
に
備
え
て
定
期

的
な
点
検
を
！

寝室として使用する
子ども部屋（煙式）

義務

階段（煙式）
義務

寝室（煙式）
義務

台所
（熱式または煙式）

義務

居間（煙式）

住
警
器
の
設
置
で
死
者
数
と
損
害

額
が
半
減

「
連
動
型
」の
住
警
器
が
オ
ス
ス
メ

消防本部消防本部
岩崎大祐さん岩崎大祐さん

住宅火災から命命を守る
～住宅用火災警報器の重要性～

問 消防本部 予防課　☎89－0171
　火災によって発生する熱や煙を感知し、警報音や音声で火災の
発生を知らせる住宅用火災警報器（以下、住警器という）。平成16
年6月に消防法が改正され、すべての住宅に設置が義務付けられ
ました。三木市においては85％の設置率で全国平均を上回って
いるものの、現在もなお未設置の
世帯もあります。また、設置して
いる世帯においても定期的に点検
している世帯が28%と少ない状
況です。今回は、消防本部予防課
の職員が住宅火災の実態や、住警
器の効果、定期点検の重要性など、
役立つ情報をお届けします。

11月9
日㈯～

15日㈮

　 秋の
火災予

防運動
を実施

！

出火後再進入出火後再進入
15人15人

逃げ遅れ逃げ遅れ
426人426人

住宅火災住宅火災
による死者による死者
972人972人

着衣着火着衣着火
41人41人

【出典】総務省消防庁「令和４年の住宅火災の死に至った【出典】総務省消防庁「令和４年の住宅火災の死に至った
経過別死者発生状況（放火自殺者などは除く）」経過別死者発生状況（放火自殺者などは除く）」

その他その他
490人490人

●取り付け位置
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